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  徳島県外の学校等を卒業後、徳島県内の看護師等学校養成所に進学し、在学中に奨学金 

の貸与を受けた方が、卒業後に徳島県内の対象施設において就業した場合に、奨学金の返 

還に要する経費相当額を支援金として交付するものです。 
 

 
 
 次の要件を全て満たす方が対象となります。 

①県外出身で、県内の看護師等学校養成所を卒業した（または見込の）方 

②看護師等学校養成所在学中に奨学金の貸与を受け、卒業後返還中（または返還予定）の方 

③卒業後、県内の対象施設(※裏面参照)において、看護職員として就業予定の方 
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【支援対象となる対象施設】 

以下の県内のへき地等に所在する公立医療機関が対象となります。 

開 設 者 施   設   名 

徳島県 県立三好病院、県立海部病院、県立出羽島診療所 

阿南市 阿南市国民健康保険加茂谷診療所、阿南市国民健康保険伊島診療所 

阿南市国民健康保険椿診療所 

美馬市 美馬市国民健康保険木屋平診療所、美馬市国民健康保険口山診療所 

三好市 三好市国民健康保険市立三野病院 

三好市国民健康保険西祖谷山村診療所、三好市国民健康保険大歩危診療所、 

三好市国民健康保険東祖谷診療所、三好市国民健康保険大野診療所 

勝浦町 国民健康保険勝浦病院 

上勝町 国民健康保険上勝町診療所、国民健康保険上勝町福原診療所 

那賀町 那賀町立上那賀病院 

那賀町国民健康保険日野谷診療所、那賀町国民健康保険木沢診療所 

那賀町国民健康保険木頭診療所、那賀町国民健康保険北川診療所 

美波町 美波町国民健康保険美波病院 

美波町国民健康保険阿部診療所、美波町国民健康保険日和佐診療所 

海陽町 海陽町立海南病院 

海陽町宍喰診療所 

つるぎ町 つるぎ町立半田病院 

 


